
《子ども・子育て支援新制度、認可施設、認定（１～３号）について》 

 子ども・子育て支援新制度について                        

平成２７年から、幼児期のお子さまが受ける教育や保育、また、子育て家庭を地域で支える取り組みを、より

充実させることを目的として、「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。 

当制度に基づき、幼稚園・保育所・認定こども園や、地域型保育事業（※）などを利用するにあたっては、保

育を必要とする要件（就労等の保育要件があるかどうか）に応じて、「教育・保育給付認定（１・２・３号）」を

受けていただくこととなります。 

※「地域型保育事業」とは小規模保育事業所および事業所内保育事業所（地域枠）のことです。本手引きにおいて「地域

型保育事業」のことを「小規模保育事業所等」と記載している箇所があります。 

 

 認可施設について                          

認可施設へは、市にて教育・保育給付認定（１・２・３号）を受けた上で、入園・入所いただきます。 

※ １号が定員超過の場合、抽選などにより入園者が決定します。 

※ ２・３号は入所選考（利用調整）にて内定となった場合に入園・入所が可能となります。 

※ 医療的ケアの提供を希望される場合等において、施設の受入環境が整うまで、ご利用をお待ちいただく場合があります。 

１．認可施設一覧 

利用を希望する施設によって、申込先や認定区分が異なります。詳しくは下表をご覧ください。 

施設 
対象 
クラス 
（※１） 

概要 申込先 
契
約
先 

認定 

幼稚園 

３～５歳児 
（一部の 
公立は 
４～５歳児） 

教育の基礎をつくる幼児期教育を目的とする
（一般的な教育標準時間は１日４時間程度） 

民間 
→各施設 

公立 
→保育幼稚園事業課 
（４月一斉申込時のみ
各施設） 

各
施
設
（
公
立
は
市
） 

１号 

保育所 ０～５歳児 
就労などで家庭での保育が困難な保護者に代
わって保育を行う施設。 

保育幼稚園 
事業課 

市 

２号 
３号 

認定こども園 

０～５歳児 
 

※教育は 
３～５歳児 

保育機能と幼稚園機能を合わせ持つ施設。 

●保育：就労などで家庭での保育が困難な保
護者に代わって保育を行う。 

●教育：教育の基礎をつくる幼児期教育を目
的とする（一般的な教育標準時間は
１日４時間程度）。 

保育（２・３号） 
→保育幼稚園 
事業課 
 

教育（１号） 
→各施設または保育幼
稚園事業課（※２） 

各
施
設
（
公
立
は
市
） 

保育 
→２号 
３号 

 
教育 
→１号 

小規模保育 
事業所 

０～２歳児 

就労などで家庭での保育が困難な保護者に代
わって保育を行う事業。 
定員が９～１９名と小規模で、２歳児クラス
までが対象。 

保育幼稚園 
事業課 

各
施
設 

３号 
（※３） 

事業所内 
保育事業所 
（地域枠） 

０～２歳児 

事業主が従業員のお子さまを保育するために
設けている施設にて、従業員のお子さまと地
域のお子さまを一緒に保育する事業。２歳児
クラスまでが対象。 

※１：対象クラスの範囲（年齢）は、施設により異なる場合があります（満３歳クラスがある等）。 

※２：民間認定こども園１号は各施設へ直接お申込みください。公立認定こども園１号については、４月一斉申込のみ各施設へ直接、4月

随時募集及び５～翌３月入園は保育幼稚園事業課までお申込みください。 

※３：小規模保育事業所等は２歳児クラスまでですが、２歳児クラス在籍中の３歳誕生日前日～卒園までは２号認定になります。 
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 教育・保育給付認定（１号・２号・３号）について                        

１．認定について 

認可施設・事業（幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所等など）の利用を希望する場合、あらか

じめ市役所（保育幼稚園事業課）へ「教育・保育給付認定」の申請手続きをする必要があります。この認定は、

お子さまの年齢や、保護者の保育の必要性（就労要件など）に応じて、「１号・２号・３号」の３つの区分に分か

れています。 

認定区分・年齢 保育の必要性 対象認可保育施設・事業 

教育認定 
１号 

（満３歳以上） 
なし 

認定こども園（教育部分）、幼稚園 

※教育標準時間は１日４時間程度 

保育認定 

２号 

（満３歳以上） 

あり 

（就労要件など） 
認定こども園（保育部分）、保育所 

３号 

（満３歳未満） 

あり 

（就労要件など） 

認定こども園（保育部分）、保育所、 

小規模保育事業所等（※） 

 ※小規模保育事業所等は２歳児クラスまでですが、２歳児クラス在籍中の３歳誕生日前日～卒園までは２号認定になります。 

 

 

 

２．保育認定（２号・３号）の保育必要量（標準時間・短時間）・延長保育について 

保育必要量とは、保育施設を１日に利用できる時間の上限のことで、標準時間（１日あたり最大１１時間まで）・

短時間（１日あたり最大８時間まで）の２種類があります。また、延長保育（時間外保育）を利用する場合は、

それ以上の利用も可能です。   

  

【保育必要量と延長保育利用のイメージ図（開園時間は施設によって異なります）】 

 

開 園 時 間 

 18:30  

保 育 標 準 時 間 利 用（ 最大 11 時 間 ま で ） 延長保育 

 9:00  17:00  

延長保育 保 育 短 時 間 利 用（ 最大 8 時 間 ま で） 延長保育 

 

※ 開園時間や利用できる時間帯（保育標準時間・保育短時間、延長保育）や、延長保育の金額は施設ごとに異な

ります。 

※ 公立保育所・公立認定こども園について、入園後に新生児の出産に伴う利用継続を利用する場合、利用時間は

「９：００～１７：００」に限られます（3３ページ参照）。 

※ 公立保育所・公立認定こども園の延長保育（時間外保育）については、3２ページをご覧ください。 

※ 民間保育施設の延長保育内容（時間・料金など）については、各施設へ直接お問い合わせいただくか、市ホー

ムページの情報提供資料をご確認ください（裏表紙に２次元コードあり）。 

 

 

 

 

7:30 19:00 
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３．各認定の必要要件（保育要件）について 

１号は、お子さまが満３歳～５歳であれば、どなたでも申請できます（就労などの要件は不要）。 

２号・３号は、保護者のどちらもが、次のいずれかの要件（事由）に該当する必要があります。 

要件（事由） 認定の有効期限 保育必要量 

就労 
１ヶ月に 64 時間以上労働することを常

態としている場合。 
左の状況が継続すると見込まれる期間 

標準／短 

（※１） 

就学 
就学（職業訓練学校含む）している場合

（※２） 
卒業（修了）予定日が属する月の末日まで 

標準／短 

（※１） 

妊娠 

出産 

出産予定日の6週間前から、出産後8週

間が過ぎた翌日の「月末」まで（双子な

ど多胎児の場合は出産予定日の 14 週間

前から） 

※妊娠出産要件にて入所（転所）された

方は、育児休業等取得に伴う利用継続を

ご利用いただくことはできません（3３

ページ下部の留意事項１．参照）。 

 重要  

すでに「就労」などの別要件で申し込んで

いる場合でも、入園月が左記期間に当ては

まる場合、自動的に「妊娠・出産」で認定・

入所選考（18点で採点）されます。 

※「産後休業直後の復帰・復学に関する

申立書（1５ページ参照）」を提出した

場合を除く 

標準時間 

病気 

障がい 

疾病もしくは負傷している場合。または、 

精神もしくは身体に障がいを有する場合 
左の状況が継続すると見込まれる期間 

短時間 

（※３） 

介護 

看護 

同居の親族（長期間入院等をしている親

族を含む）を常時介護又は看護している

場合 

左の状況が継続すると見込まれる期間 
短時間 

（※３） 

求職活動 
求職活動（起業の準備を含む）を継続的

に行っている場合 

２ヶ月を経過する日の月末まで 

 ※申込中は２ヶ月毎の再申請が必要 

 ※入園後、２ヶ月以内に他要件（就労等）

に変更なければ退園いただく可能性が

あります。 

短時間 

災害復旧 
震災、風水害、火災その他の災害の復旧

に当たっている場合 
災害の復旧が完了すると見込まれる期間 標準時間 

育児休業 

（在園児に

限る） 

すでに認可保育施設（2・3号）を利用し

ている児童の保護者が、下の子の出産に

伴い、育児休業等を取得する場合（3３～

3４ページ参照） 

※上記以外に育児休業等を取得しながら

認可保育施設（2・3号）に通うことは

出来ません（上記以外は、職場復帰が必

須となります）。 

育児休業を取得している理由となっている

お子さま（下の子）が１歳に達する日（法

律上、1 歳の誕生日の前日を指します）の

属する月の月末まで。 

※ ただし、下の子が１歳に達する日の属す

る月の月末まで育児休業を取得し、認可

保育施設（2・3 号）の利用申込みを行

ったものの待機となった場合は、下の子

が２歳に達する日の属する年度の終わ

り（その年の3月31日）まで延長が可

能です（3３ページ参照）。 

短時間 

その他 
その他、保育が必要な状況にあると市長

が認める場合 
保護者の状況による 

保護者の 

状況による 

※１：週３０時間以上の就労（就学）の場合は標準時間。週３０時間未満の就労（就学）の場合は短時間。ただし、通勤（通学）時

間を含めると週３０時間以上となる場合は、申し出をしていただければ標準時間で認定可能です。 

※２：「就学」で認定可能な学校は、学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専門学校・高等専修学校、同法第

１３４条第１項に規定する各種学校に限られます（趣味の講座や習い事などは対象になりません）。 

※３：入院など、特に保育が必要と判断される事情がある際は、標準時間として認められる場合があります（入院証明書などの提出

が必要です）。詳しくは、保育幼稚園事業課までご相談ください。 
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